
障害福祉サービス等情報公表制度について 

 

平成 30年４月に、障害福祉サービス等情報公表制度が施行され、同年９月より、法人及び事業所情報が障

害福祉サービス等情報公表システム(以下「情報公表システム」)で全国一斉に公開されています。 

一部、情報の登録が完了していない法人及び事業所が見受けられますので、再度ご確認ください。ま

た、事業所情報の入力には法人 IDが必要になります。新規に開設をした事業所等で、まだ法人 IDを持

っていない場合は、発行の手続きを行いますので、【★法人 IDを未取得の事業所】（次ページ）をご覧くだ

さい。 

※利用者等が事業所の詳細をインターネット上で入手できるように作られたシステムです。できる限り

詳細に記入し、また、変更があった場合は、都度、情報の修正をお願いします。 

   

【確認の流れ（全事業所必須）】 

 

情報公表システム（WAM NET）にアクセスし、 

自分の事業所を検索する 

https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E0000.do 

 

 

                 

自分の事業所が表示される     自分の事業所が表示されない  

（事業所登録あり）         （事業所登録なし） 

 

                       

事業所情報の登録ができています。   大至急、事業所情報を登録してください。 

登録に必要な IDは 1法人につき 1つ発行されています 

登録内容に誤りがないか確認し、     IDの発行状況は法人に確認してください。 

変更がある場合は修正をしてください。 

 

 

      IDはあるが、事業所が表示されない    IDがなく、事業所も表示されない 

                                

 

        事業所の台帳の確認をしますので、     IDの発行が必要になります。 

横浜市こども青少年局障害児福祉保健課  【★法人 IDを未取得の事業所】へ 

（045-671-4274）までご連絡ください。   お進みください。（次ページ） 

 

 

https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E0000.do


【★法人の IDを未取得の事業所】 

下記 URL にアクセスし、ID の申請を行ってください。申請から 2週間を目安に、申請したメールア

ドレス宛に、WAM NET より、IDが送信されます。ID取得後、事業所情報の登録をお願いします。 

申請フォーム：

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/c4cfa4b3-257a-48aa-b45b-6

a88c79dbdc7/start 

 

【注意点】 

 ①Ａ法人が横浜市内で事業所Ｂと事業所Ｃを開設している場合。(サービス種類問わず) 

 →ID は 1つ付与されます。事業所Ｂと事業所Ｃは同じ IDでアクセスしてください。 

②Ｄ法人が横浜市内で事業所Ｅ、他都市で事業所Ｆを開設している場合。 

 →それぞれの指定権者から IDが付与されます。 

 

 

 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/c4cfa4b3-257a-48aa-b45b-6a88c79dbdc7/start
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/c4cfa4b3-257a-48aa-b45b-6a88c79dbdc7/start

